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(57)【要約】
【課題】液晶表示パネルの表示面の縁領域における表示
特性の向上を図ることが可能な液晶表示装置を提供する
。
【解決手段】本発明の液晶表示装置１において、中間フ
レーム７は、内周面７１ａから液晶表示パネル２とバッ
クライトユニット３との間へ内周側に向かって突出する
突出部７３を有し、突出部７３は、内周側に位置し、光
学シート４が配置される第１の面７３ａと、外周側に位
置し、第１の面７３ａよりも液晶表示パネル２に近く、
遮光テープ９が配置される第２の面７３ｂと、を有し、
遮光テープ９は、第２の面７３ｂよりも内周側に突出し
、液晶表示パネル２の厚さ方向において第１の面７３ａ
と重複する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶表示パネルと、
　前記液晶表示パネルに対向して配置されるバックライトユニットと、
　前記液晶表示パネルと前記バックライトユニットとの間に配置される光学シートと、
　前記液晶表示パネル、前記バックライトユニット及び前記光学シートの周囲に配置され
るフレームであって、前記フレームの内周面から前記液晶表示パネルと前記バックライト
ユニットとの間へ内周側に向かって突出する突出部を有する、フレームと、
　前記液晶表示パネルと前記突出部との間に配置される遮光部材と、
　を備え、
　前記突出部は、前記液晶表示パネルに対向する２つの面であって、内周側に位置し、前
記光学シートが配置される第１の面と、外周側に位置し、前記第１の面よりも前記液晶表
示パネルに近く、前記遮光部材が配置される第２の面と、を有し、
　前記遮光部材は、前記第２の面よりも内周側に突出し、前記液晶表示パネルの厚さ方向
において前記第１の面と重複する、
　液晶表示装置。
【請求項２】
　前記遮光部材は、クッション部材を介して前記第２の面に配置される、
　請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記遮光部材は、遮光テープである、
　請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記遮光部材は、前記液晶表示パネルの厚さ方向において前記光学シートと重複する、
　請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記遮光部材は、前記液晶表示パネルの厚さ方向において前記液晶表示パネルのカラー
フィルター基板に含まれるブラックマトリクスと重複する、
　請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記遮光部材の、前記液晶表示パネルに対向する面が黒色であり、前記突出部に対向す
る面が白色である、
　請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記液晶表示パネルと前記光学シートとの間に空間が形成され、前記バックライトユニ
ットと前記光学シートとの間に空間が形成される、
　請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記フレームは、前記液晶表示パネルの表示面の縁領域と対向するベゼル部を含み、
　前記液晶表示パネルの表示面の縁領域と前記ベゼル部との間に空間が形成される、
　請求項１に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、液晶表示パネルとバックライトユニットの間へ突出する支持枠が設け
られたフレームを備え、液晶表示パネル、バックライトユニット及び支持枠に囲まれた空
間に光学シートが配置された液晶表示装置が開示されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１２９２４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記技術では、液晶表示パネルの表示面の縁領域を、外周側に向かって観察したときに
、支持枠の内縁面で反射した光が見えてしまうおそれがある。
【０００５】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、その目的は、液晶表示パネルの表
示面の縁領域における表示特性の向上を図ることが可能な液晶表示装置を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明の液晶表示装置は、液晶表示パネルと、前記液晶表示
パネルに対向して配置されるバックライトユニットと、前記液晶表示パネルと前記バック
ライトユニットとの間に配置される光学シートと、前記液晶表示パネル、前記バックライ
トユニット及び前記光学シートの周囲に配置されるフレームであって、前記フレームの内
周面から前記液晶表示パネルと前記バックライトユニットとの間へ内周側に向かって突出
する突出部を有する、フレームと、前記液晶表示パネルと前記突出部との間に配置される
遮光部材と、を備える。前記突出部は、前記液晶表示パネルに対向する２つの面であって
、内周側に位置し、前記光学シートが配置される第１の面と、外周側に位置し、前記第１
の面よりも前記液晶表示パネルに近く、前記遮光部材が配置される第２の面と、を有する
。前記遮光部材は、前記第２の面よりも内周側に突出し、前記液晶表示パネルの厚さ方向
において前記第１の面と重複する。
【０００７】
　また、本発明の一態様では、前記遮光部材は、クッション部材を介して前記第２の面に
配置されてもよい。
【０００８】
　また、本発明の一態様では、前記遮光部材は、遮光テープであってもよい。
【０００９】
　また、本発明の一態様では、前記遮光部材は、前記液晶表示パネルの厚さ方向において
前記光学シートと重複してもよい。
【００１０】
　また、本発明の一態様では、前記遮光部材は、前記液晶表示パネルの厚さ方向において
前記液晶表示パネルのカラーフィルター基板に含まれるブラックマトリクスと重複しても
よい。
【００１１】
　また、本発明の一態様では、前記遮光部材の、前記液晶表示パネルに対向する面が黒色
であり、前記突出部に対向する面が白色であってもよい。
【００１２】
　また、本発明の一態様では、前記液晶表示パネルと前記光学シートとの間に空間が形成
され、前記バックライトユニットと前記光学シートとの間に空間が形成されてもよい。
【００１３】
　また、本発明の一態様では、前記フレームは、前記液晶表示パネルの表示面の縁領域と
対向するベゼル部を含み、前記液晶表示パネルの表示面の縁領域と前記ベゼル部との間に
空間が形成されてもよい。
【発明の効果】
【００１４】
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　本発明によると、フレームの突出部の液晶表示パネルに対向する第１の面に光学シート
が配置されるので、光学シートの存在によって突出部の内縁面で反射した光が見え難くな
る。その結果、液晶表示パネルの表示面の縁領域における表示特性の向上を図ることが可
能である。
【００１５】
　また、突出部の第１の面に光学シートが配置されることで、液晶表示パネルと突出部の
間に形成される空間の光量が増加するが、突出部の第２の面に遮光部材が配置されるので
、液晶表示パネルの縁から表示面側に回り込む光が抑制される。これによっても、液晶表
示パネルの表示面の縁領域における表示特性の向上を図ることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の正面図である。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線における断面図である。
【図３】図２の要部を抜き出して拡大した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の実施形態を、図面を参照しながら説明する。図１は、本発明の一実施形態に係
る液晶表示装置１の正面図である。図２は、図１のＩＩ－ＩＩ線における断面図である。
図３は、図２の要部を抜き出して拡大した図である。
【００１８】
　液晶表示装置１は、液晶表示パネル２と、液晶表示パネル２に対向して配置されるバッ
クライトユニット３と、液晶表示パネル２とバックライトユニット３の間に配置される光
学シート４と、これらの周囲に配置されるフレーム（上側フレーム５、下側フレーム６及
び中間フレーム７）と、を備えている。
【００１９】
　以下の説明では、液晶表示パネル２の厚さ方向のうち、バックライトユニット３に対し
て液晶表示パネル２が位置する側を上側とし、その逆を下側とする。また、液晶表示パネ
ル２の面内方向のうち、中間フレーム７に対して液晶表示パネル２が位置する側を内周側
とし、その逆を外周側とする。
【００２０】
　液晶表示パネル２は、ＣＦ（カラーフィルター）基板２１と、ＣＦ基板２１の下側に配
置されるＴＦＴ（薄膜トランジスタ）基板２３と、ＣＦ基板２１とＴＦＴ基板２３の間に
保持される液晶層２５と、ＣＦ基板２１の上側に配置される偏光板２７と、ＴＦＴ基板２
３の下側に配置される偏光板２９と、を備えている。
【００２１】
　ＣＦ基板２１は、不図示のブラックマトリクスを含んでいる。このブラックマトリクス
は、液晶層２５と基板端２１ａの間に定義される非表示領域の全体に配置されている。
【００２２】
　ＴＦＴ基板２３の基板端２３ａは、ＣＦ基板２１の基板端２１ａよりも外周側に位置し
ており、ＴＦＴ基板２３の上面の一部が露出している。この露出部分には、ドライバＩＣ
が実装されると共に、ＦＰＣ等に接続される端子が設けられている。
【００２３】
　バックライトユニット３は、導光板３１と、導光板３１の下側に配置される反射シート
３３と、反射シート３３の下側に配置される背面板３５と、を備えている。
【００２４】
　導光板３１は、１つの側面（本実施形態では、図１の下側に位置する側面）から入射さ
れた光を上面から均一に出射することで、バックライトユニット３を面光源として機能さ
せる。
【００２５】
　光学シート４は、複数のシート４１～４３を含んでおり、これらのシート４１～４３の
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うちの少なくとも１つは、バックライトユニット３からの光を拡散させる機能を備えてい
る。
【００２６】
　上側フレーム５は、矩形状であり、その断面がＬ字状である。上側フレーム５の材料と
しては、鋼板などの、剛性が高くかつ軽量の材料が好適である。上側フレーム５は、Ｌ字
状を成す側壁部５１とベゼル部５３を備えている。
【００２７】
　側壁部５１は、下側フレーム６及び中間フレーム７よりも外周側に位置している。ベゼ
ル部５３は、側壁部５１の上端から内周側へ延伸しており、液晶表示パネル２の表示面２
ａの縁領域と対向している。
【００２８】
　ベゼル部５３の下面には、液晶表示パネル２がベゼル部５３に衝突するときの衝撃を緩
和するためのクッション部材８１が貼り付けられている。クッション部材８１の材料とし
ては、発泡樹脂又は合成ゴムなどが好適である。
【００２９】
　ベゼル部５３は、液晶表示パネル２の表示面２ａの縁領域に貼り付けられておらず、液
晶表示パネル２が上下方向の可動域の下側にあるとき、液晶表示パネル２の表示面２ａの
縁領域とベゼル部５３の間に空間が形成される。
【００３０】
　下側フレーム６は、バックライトユニット３の下側を覆っている。下側フレーム６の材
料としては、鋼板などの、剛性が高くかつ軽量の材料が好適である。下側フレーム６は、
側壁部６１と背面部６３を備えている。
【００３１】
　中間フレーム７は、矩形状であり、その断面が概略Ｔ字状ないし概略Ｌ字状である。中
間フレーム７の材料としては、合成樹脂などが好適である。中間フレーム７は、黒色ない
し濃色で遮光性を有することが好ましい。中間フレーム７は、側壁部７１と突出部７３を
備えている。
【００３２】
　側壁部７１は、上側フレーム５の側壁部５１と下側フレーム６の側壁部６１の間に配置
されており、側壁部７１の上端は、上側フレーム５のベゼル部５３の下面に突き当たって
いる。
【００３３】
　突出部７３は、側壁部７１の内周面７１ａから液晶表示パネル２とバックライトユニッ
ト３の間へ内周側に向かって突出している。突出部７３は、階段状に形成された内周部７
３１と外周部７３３を備えており、液晶表示パネル２と対向する２つの面７３ａ，７３ｂ
を有している（図３を参照）。
【００３４】
　内周部７３１は、外周部７３３よりも内周側かつ下側に位置しており、第１の面７３ａ
を有している。外周部７３３は、内周部７３１よりも外周側かつ上側に位置しており、第
２の面７３ｂを有している。すなわち、第１の面７３ａよりも第２の面７３ｂの方が液晶
表示パネル２に近い。
【００３５】
　第１の面７３ａと第２の面７３ｂの間には、第２の面７３ｂよりも上側に突出した突起
部７３５が設けられている。これにより、後述するクッション部材８３の位置ずれが抑制
される。
【００３６】
　内周部７３１の下面には、バックライトユニット３が配置されている。具体的には、内
周部７３１の下面に両面テープ８７を介してバックライトユニット３の上面が貼り付けら
れている。
【００３７】
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　内周部７３１の第１の面７３ａには、光学シート４が配置されている。具体的には、液
晶表示パネル２と第１の面７３ａの間に形成される空間内に、光学シート４の縁部が収容
されている。
【００３８】
　このように内周部７３１の第１の面７３ａに光学シート４が配置されることで、突出部
７３の内縁面７３ｃで反射した光が光学シート４によって拡散され、見え難くなる。
【００３９】
　バックライトユニット３の縁部と光学シート４の縁部との間に内周部７３１が介在して
いることから、バックライトユニット３と光学シート４の間には空間（クリアランス）が
形成されている。このクリアランスにより、光学シート４の取り付けが容易になる。
【００４０】
　また、内周部７３１の第１の面７３ａには、上面が白色ないし明色の反射テープ８５が
貼り付けられており、光学シート４が拡散した光を上側へ反射する。なお、光学シート４
は、第１の面７３ａにも反射テープ８５にも貼り付けられていない。
【００４１】
　外周部７３３の第２の面７３ｂには、クッション部材８３と遮光テープ９が配置されて
いる。具体的には、外周部７３３の第２の面７３ｂにクッション部材８３が貼り付けられ
ており、クッション部材８３の上面に遮光テープ９が貼り付けられている。
【００４２】
　クッション部材８３は、液晶表示パネル２が突出部７３に衝突するときの衝撃を緩和す
る。クッション部材８３の材料としては、合成ゴム又は発泡樹脂などが好適である。
【００４３】
　遮光テープ９は、遮光部材の一例であり、液晶表示パネル２の縁部と突出部７３の間に
配置されている。遮光テープ９の材料としては、ＰＥＴフィルム等の、テープ状に薄くし
てもクッション部材８３より剛性が高い材料が好適である。遮光部材としては、プラスチ
ックなどの、遮光テープ９よりもさらに剛性が高いものであってもよいが、遮光テープ９
の方が該クッション部材８３への取り付けが容易である。
【００４４】
　遮光テープ９は、中間フレーム７の突出部７３に配置されており、液晶表示パネル２の
表示面２ａの縁領域に貼り付けられていない。これにより、液晶表示パネル２が上下方向
の可動域の上側にあり、液晶表示パネル２の表示面２ａの縁領域と遮光テープ９の間に空
間が形成された場合でも、遮光テープ９が庇の役割をして、光学シート４から拡散する光
が液晶表示パネル２の端部を回り込んで表示面から漏れるのを防止することができる。
【００４５】
　遮光テープ９は、第２の面７３ｂよりも内周側に突出し、液晶表示パネル２の厚さ方向
において第１の面７３ａと重複している。さらに突出して、液晶表示パネル２の厚さ方向
において光学シート４と重複してもよい。但し、表示領域の縁部での必要な光量が確保す
るために、液晶表示パネル２の厚さ方向において第１の面７３ａよりもさらに内周側には
突出させないようにすることが好ましい。
【００４６】
　また、遮光テープ９は、液晶表示パネル２の厚さ方向においてＣＦ基板２１に含まれる
ブラックマトリクスと重複している。上述したように、ブラックマトリクスは、ＣＦ基板
２１の基板端２１ａまで広がっている。
【００４７】
　このように、外周部７３３の第２の面７３ｂに遮光テープ９が配置されることで、液晶
表示パネル２の基板端２１ａ，２３ａから表示面２ａ側に回り込む光が抑制される。
【００４８】
　光学シート４が配置される第１の面７３ａよりも、クッション部材８３と遮光テープ９
が配置される第２の面７３ｂが液晶表示パネル２に近いことから、液晶表示パネル２と光
学シート４の間には空間（クリアランス）が形成される。これにより、液晶表示パネル２
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の取り付けが容易になる。
【００４９】
　また、遮光テープ９の上面は黒色であり、下面は白色である。これにより、液晶表示パ
ネル２の縁部とベゼル部５３の間に形成される空間の光量が低下し、液晶表示パネル２の
縁部と突出部７３の間に形成される空間の光量が向上する。
【００５０】
　なお、ＴＦＴ基板２３の上面の露出部分にはドライバＩＣ等が配置されるため、液晶表
示パネル２側に遮光部材を取り付けることは歩留まりの観点から好ましくない。本実施形
態のように突出部７３に遮光テープ９を配置することが好ましい。
【００５１】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるもの
ではなく、種々の変形実施が当業者にとって可能であるのはもちろんである。
【符号の説明】
【００５２】
　１　液晶表示装置、２　液晶表示パネル、２ａ　表示面、２１　ＣＦ基板、２１ａ　基
板端、２３　ＴＦＴ基板、２３ａ　基板端、２５　液晶層、２７，２９　偏光板、３　バ
ックライトユニット、３１　導光板、３３　反射シート、３５　背面板、４　光学シート
、４１～４３　シート、５　上側フレーム、５１　側壁部、５３　ベゼル部、６　下側フ
レーム、６１　側壁部、６３　背面部、７　中間フレーム、７１　側壁部、７１ａ　内周
面、７３　突出部、７３ａ　第１の面、７３ｂ　第２の面、７３ｃ　内縁面、７３１　内
周部、７３３　外周部、７３５　突起部、８１，８３　クッション部材、８５　反射テー
プ、８７　両面テープ、９　遮光テープ（遮光部材の一例）。

【図１】 【図２】
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